
問 

学
校
教
育
課 

教
務
係 

☎
６
５
・
１
１
４
９

問 

飯
塚
地
区
消
防
本
部
指
令
課 

☎
２
２
・
７
６
０
１

教
育
委
員
に

皆
越
美
奈
子
さ
ん
再
任

火
災
等
の
災
害
案
内
の

電
話
番
号
の
変
更
に
つ
い
て

　

教
育
委
員
と
し
て
、
教
育
行
政
に
尽
力
さ
れ
て
い

る
皆み

な
こ
し越
美み

な

こ
奈
子
さ
ん
（
土
居
一
）
が
教
育
委
員
に
再
任

さ
れ
ま
し
た
。
皆
越
さ
ん
は
、「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
で
も

学
び
を
止
め
ず
、
子
ど
も
た
ち
の
育
成
に
力
を
尽
く

し
て
参
り
ま
す
。
地
域
の
皆
さ
ま
方
の
ご
協
力
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。」と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

【
変
更
日
時
】
５
月
24
日
㈬　

17
時

【
電
話
番
号
】
☎
０
１
８
０
・
９
９
９
・
８
８
９

　
　
　
　
　
　
　
↓

☎
０
９
４
８
・５
２
・６
９
９
１ 

に
変
更

【
そ
の
他
】５
月
24
日
㈬
の
10
時
～
17
時
ま
で
の
間
、
シ
ス

テ
ム
改
修
作
業
の
た
め
、
災
害
案
内
を
聞
く
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。 学

校
教
育
課　

教
育
委
員
着
任

飯
塚
地
区
消
防
本
部
よ
り
お
知
ら
せ

お知らせお知らせ

▲再任した皆越さん。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う

傷
病
手
当
金
の
申
請
は
お
済
で
す
か

〇
桂
川
町
の
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
方
へ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
ま
た
は
発
熱

の
症
状
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
療
養
の
た
め
に
就
労

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
（
適
用
期
間
内
で
左

記
の
要
件
を
満
た
す
方
に
限
る
）
に
つ
い
て
、
傷
病
手

当
金
を
支
給
し
ま
す
。

【
適
用
期
間
】
令
和
2
年
1
月
1
日
～
令
和
5
年
５
月
７
日

※
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
労
務
に
服
す
る
こ
と
が

　

で
き
な
く
な
っ
た
日
ご
と
に
そ
の
翌
日
か
ら
起
算
さ
れ
、

　

2
年
を
経
過
す
る
と
時
効
に
よ
り
消
滅
し
ま
す
。

【
傷
病
手
当
金
の
対
象
と
な
る
方
】

　

次
の
４
つ
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
。

　

① 

給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
、
桂
川
町
国
民
健
康

　

 

保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
で

　

 

あ
る
こ
と

　

② 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
と
き

　

 

又
は
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
当
該
感
染
症
の
感
染

　

 

が
疑
わ
れ
、
療
養
の
た
め
に
労
務
に
服
す
る
こ
と

　

 

が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

　

③ 

３
日
間
連
続
し
て
仕
事
を
休
み
、
４
日
目
以
降
も

　

 

休
ん
だ
日
が
あ
る
こ
と

　

④ 

給
与
等
の
支
払
い
を
受
け
ら
れ
な
い
か
、
一
部
減

　

 

額
さ
れ
て
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と

傷
病
手
当
金
適
用
期
間
の
延
長

手当金問 

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

出
産
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
が
出
産
し
た
際

に
は
「
出
産
育
児
一
時
金
」
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
妊
娠
12

週
（
85
日
）
以
降
で
あ
れ
ば
、
死
産
・
流
産
で
も
支
給
さ

れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
加
入
以
前
に
出
産
者
本
人
が

1
年
以
上
継
続
し
て
会
社
等
に
勤
務
後
、
退
職
し
て
6
ヶ

月
以
内
に
出
産
し
た
方
は
、
以
前
に
加
入
し
て
い
た
健
康

保
険
か
ら
の
支
給
に
な
り
ま
す
。

【
支
給
額
】
出
生
児
1
人
に
つ
き
50
万
円

　
（
産
科
医
療
補
償
制
度
未
加
入
の
分
娩
機
関
で
出
産
の

　

場
合
は
48
万
8
千
円
）

　

※
令
和
5
年
3
月
31
日
以
前
の
出
産
の
場
合
は
、
出
生

　
　

児
1
人
に
つ
き
42
万
円

　
（
産
科
医
療
補
償
制
度
未
加
入
の
分
娩
機
関
で
出
産
の

　

場
合
は
40
万
8
千
円
）

【
支
給
方
法
】

　

① 

医
療
機
関
等
へ
の
直
接
支
払
い
（
直
接
支
払
制
度
）

　

申
請
と
受
取
を
国
保
の
加
入
者
に
代
わ
っ
て
医
療
機
関

等
が
行
う
こ
と
に
よ
り
、
出
産
育
児
一
時
金
が
医
療
機

関
等
に
直
接
支
給
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
窓
口
で

は
実
際
に
か
か
っ
た
費
用
と
出
産
育
児
一
時
金
と
の
差

額
を
支
払
う
こ
と
で
済
み
ま
す
。

　

② 

出
産
後
の
申
請
に
基
づ
く
支
給

　

医
療
機
関
等
へ
の
直
接
支
払
制
度
の
利
用
を
し
な
い

（
で
き
な
い
）
場
合
や
海
外
で
の
出
産
等
の
場
合
は
、

窓
口
に
て
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

出
産
育
児
一
時
金

一時金問 

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７
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